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子育てパパママリフレッシュ事業概要 

 

１．目 的 

本事業は、0歳児を養育する保護者のストレス軽減を図るため、市内の理美容室で

使用できる商品券を、ホームスタートの子育て支援による全戸訪問時に配布し、リ

フレッシュする機会を提供することにより、子育てを楽しむことができる環境づく

りを目的として実施する。 

 

２．発  行  者  本宮市（保健福祉部 子ども福祉課） 

 

３．受託事業者  本宮市商工会 

 

４．配布対象者  令和 5年 4月 1日以降に出生し、本宮市内に住所を有する保護者

に対して児童一人あたり 20,000 円分の商品券を配布する。 

 

５．商品券構成  1 冊につき 1,000 円券 7枚・500 円券 6枚（額面総額 10,000 円） 

 

６．対 象 人 数  令和 5年 4月 1日以降に出生した児童年間約 240 人を想定 

 

７．発 行 総 額  年間 4,800,000 円（児童一人あたり 20,000 円） 

 

８．利 用 期 間  当該児童の 2歳の誕生日まで 

          

９．利用可能店舗  市内で理美容業を営む店舗（ただし、商品券利用は本宮市内にあ

る店舗に限る） 

 

10．周 知 方 法  本宮市広報紙等 本宮市商工会ホームページ  

 

11．取扱店における注意事項 

① 商品券額面金額に利用が満たない場合でも、つり銭は出さないこと。 

② 取扱店であることが明確になるよう、取扱店ポスター及びステッカーを商品券利

用者が分かりやすい場所に掲示すること。 

③ 利用者が持ち込んだ商品券は、受け取る前に問題ないかを確認すること。色合い

が明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合等は、商品券の受け取

りを拒否するとともに、その事実を速やかに本宮市商工会まで連絡すること。 
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④ 取扱店自らの事業上の取引（商品の仕入れ等）、及び自店商品の購入に使用しな

いこと。 

⑤ 商品券の交換及び売買は行なわないこと。 

⑥ 利用者から受け取った商品券の紛失や盗難等による損失は取扱店の責務とするこ

と。 

⑦ 商品券の利用に際して、返品、瑕疵、その他取扱店と商品券利用者との取引に関

する苦情又は紛争が生じたときは、取扱店の責任でこれを解決すること。 

また、商品券の破損又は商品券自体に関する苦情が生じたときは、本宮市商工会

に報告すること。 

⑧ 本宮市商工会が、売上げ情報又は商品券に関する取引の実施状況等について調査

を行う場合は、これに必要な協力をすること。 

⑨ その他、取扱店として不正が疑われるような行為はつつしむこと。 

 

12. 商品券の利用対象にならないもの 

 ① 商品券（店舗が独自で発行する商品券等）、金券等の換金性の高いものの購入 

 ② 現金との換金、金融機関への預け入れ 

 ③ 出資及び債務 

 ④ 取扱店自らの事業上の取引（商品の仕入れ等）、自店商品の購入 

⑤ その他、この商品券の発行趣旨にそぐわないもの 

13．商品券換金について 

 ① 換金申請は本宮市商工会随時受付ける。 

 ② 申請額については申請日から 2営業日後に指定口座へ振込むものとする。 

   例）申請日  6 月 16 日（金）の場合、振込日は 6月 20 日（火） 

     申請日  7 月 14 日（金）の場合、振込日は 7月 19 日（水） 

         ※7月 17 日（月）・・・海の日 

   ※ 土・日・祝祭日及び年末年始（12 月 29 日～1月 3日）は営業日に含まない。 

 ③ 換金手数料 な し 

 ④ 振込手数料 本宮市商工会で負担する。 

⑤ 換金申請場所 本宮市商工会本所（本宮市本宮字千代田 87-1） 



本宮市内の理美容業のみなさまへ

子育てパパママリフレッシュ事業

取扱加盟店募集




